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    今日の過重労働対策は、2001年12月の過労死の労災認定基準の見直し、さらに、翌年2月の「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を打ち出したことにはじまる。これらの諸対策の主たる目的が過労死防止にあることはよく知られている。ほぼ3年を経過した時点で、当初の目的はどの程度達成されているであろうか。変化のひとつには、過労死、すなわち脳血管疾患や虚血性心疾患等の労災認定件数が、それ以前の年80件前後から300件を越えるようになったことがあげられる。問題点としては、月80時間を超える時間外労働が確認された場合は認定されるものの、それ以下の時間外労働の場合や夜勤交代勤や運転労働のような変形勤務の従事者の場合は、認定されにくいなどの指摘がある。また、会社の非協力のために、被災者の遺族などが生前の労働時間を調べきれないなどの事例も多い。労基署が、サービス労働、すなわち賃金未払いの時間外労働の立ち入り調査や是正に積極的に取り組むようになったのも好ましい変化である。2003年度に労基署の是正指導を受けた企業は1184社、残業代の支払い総額は約238億7千万に上るとの新聞報道もある。ただ、36協定での時間外労働の限度基準として月45時間などを示したものの、最近になって月50時間まで年6回まで延長できるとする特別条項も示されたり、多くの企業で相変わらずのサ－ビス残業の実態がある。過労死防止のための保健対策では、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満の所見を有するいわゆるカルテット症候群について、精密検査費用を労災保険から給付する制度がつくられたほか、時間外労働45時間以上の労働者の保健指導、月80時間以上の場合は健康診断をともなう保健指導や助言指導などの対応もおこなわれるようになったが、指導や助言の内容をめぐって、現場でのとまどいがあるとの意見も多い。すなわち、多くが生活習慣病としての単なる個人の生活上の注意のみに終わっているきらいがあり、長時間労働や職業ストレスなどの、職場環境要因による発症や増悪に目を向けた対策は、健康管理部門スタッフがとりずらいとの指摘が多い。

    生活習慣病は1996年12月、厚生省の公衆衛生審議会の「生活習慣に着目した疾病対策の基本的方向性」の意見具申で提起された政策用語である。この報告では、「昭和30年代以降、国によってすすめられた脳卒中、がん、心臓病などの『成人病』対策にかわる用語」として生活習慣病の名称をとりあげたこと、また、その目的は、「生活習慣の改善や患者のＱＯＬに着目した疾病予防への取り組みは必ずしも十分であったとはいえず」、「疾病別に明らかになった生活習慣との関連を集約し、国民に対して、生活習慣改善のための実行可能な手法を提示し、その定着を促すとともに、患者のＱＯＬの向上に重点を置いた対策をより一層推進する」にあるとしている。そして、「疾病の発症要因には、食生活、運動、喫煙、飲酒、休養などの『生活習慣要因』のほか、病原体、有害物質 、事故、ストレッサ－などの『外部環境要因』、遺伝子異常や加齢などの『遺伝要因』など、個人の責任に帰することのできない複数の要因が関与していることから、『病気になったのは個人の責任』といった疾患や患者に対する差別や偏見が生まれるおそれがあるという点に配慮する必要がある」とも述べている。今日、過重労働対策が示した過労死防止のために示した長時間労働の削減は、まさに、「個人の責任に帰することのできない複数の要因」のひとつであり、かつ「改善可能」である。意見具申が出された当時は、「生活習慣対策は厚生省」、「職場の環境要因対策は労働省」などの縦割り行政の弊害による「仕分け」があったが、厚生労働省になった今日ではそうした弊害は消失している。生活習慣病と作業関連疾患を、別々の概念として分離せず、両者の互換性を意識した思い切った対応が求められているといえる。

　　今日、産業保健の分野で用いられている作業関連疾患(work-related disease)は1976年、ＷＨＯ総会で提唱され、82年に設置された専門委員会で採択された国際用語である。「一般住民にもひろく存在する疾患ではあるが、作業条件や作業環境の状態によって、発症率がたかまったり、悪化したりする疾患」と定義されている。高血圧や虚血性心疾患などの循環器疾患、腰痛などの筋骨格系疾患をはじめ、消化器系や呼吸器系、さらには、精神疾患を含むストレス関連疾患などがあげられている。わが国では、1990年に開始された旧労働省の「作業関連疾患総合対策研究」が、高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、動脈硬化疾患を取り上げ、その作業関連性の検討している。 これらの疾患群は、96年の公衆衛生審議会の意見具申で示された生活習慣病である。また、日本産業衛生学会は92年、「循環器疾患の作業関連要因検討委員会」を組織し、95年及び98年の2回にわたって「職場の循環器疾患とその対策」を提言しており、そのなかで、長時間労働の削減、夜勤労働規制、職場のストレス対策などの必要性を強調している。こうした動きは80年代以降、重症の脳血管疾患や心疾患で倒れた労働者やその遺族による、労災補償を求める運動が急速にひろがりによるところが大きい。

　　生活習慣病と作業関連疾患のふたつの概念は、疾患群として重なるものが多いこと、また、両者とも予防を目的にしている点で共通している。にもかかわらず、今日のわが国では、「地域」では生活習慣病、一部にとどまっているとはいえ「職域」では作業関連疾患として使用されている奇妙な実態がある。厚生省と労働省は2000年に合体し厚生労働省となったものの、今日でも縦割り行政の弊害は解消されていない。2010年を目標に開始された「健康日本２１」の実践では、一次予防を重視したヘルスプロモ－ションによる健康政策であるものの、作業関連要因には触れていないし、過重労働である長時間労働の削減目標は示されていない。地域保健と産業保健の連携が叫ばれる今日、こうした面での抜本的な認識の改善が求められている。
　　フォーラムでは労働と健康の関係と対策に関して内外の動向も触れる予定である。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
